
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年８月１１日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町多度津港 

多度津港西防波堤灯台から真方位２７１°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.０′ 東経１３３°４４.０′） 

事故の概要  漁船茂
しげ

丸は、えい
．．

網しながら西北西進中、また、漁船第八生
せい

栄
えい

丸

は、東南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年８月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 茂丸、４.９５トン 

   ＫＡ３－２１８９３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８０－４３５１３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第八生栄丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２６２５６（漁船登録番号）、有限会社倉本水産 

   第２８０－２１２９２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に割損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、底びき網漁の目的で、多度津港

東部の係留地を出航し、同港北西部の漁場に到着した後、漁ろうに従

事していることを示す法定形象物を揚げ、船尾部から投網して操業を

開始した。 

船長Ａは、操舵室中央の舵輪の前に立ち、約０.８ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によりえい
．．

網しながら西

北西進中、船首方にＡ船に向かって接近してくるＢ船を認めたが、航

行中のＢ船が、操業中のＡ船を避けて航行していくと思い、同じ針路

及び速力でえい
．．

網を続けた。 

船長Ａは、Ａ船の船首方至近にＢ船を認めて危険を感じたが、身構

えることしかできず、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、香川県三豊
み と よ

市志々
し し

島南方沖の

養殖施設で作業を終え、レーダーを休止したまま多度津港南部の係留



地に向けて帰途についた。 

船長Ｂは、操舵室中央の舵輪の前に立ち、約１５knの速力で、手動

操舵により多度津港に向けて東南東進中、船首方を見たところ他船が

見当たらなかったので、前路に航行の支障となる船舶はいないと思

い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

Ｂ船は、正船首から両舷に約５°ずつの範囲で死角が生じていたの

で、船長Ｂが、体を左右に動かして船首方を確認したところ、船首方

至近にＡ船を認めたが、どうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、自船の乗組員と船長Ａの負傷の有無を確認した後、海上

保安庁に本事故発生の通報を行った。 

船長Ａは、汽笛を鳴らしていれば、Ｂ船がＡ船に気付いて衝突を回

避できたかもしれないと本事故後に思った。 

船長Ａは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂは、１０kn 以上の速力で航行すると船首が浮上し、船首方に

死角が生じるが、本事故時、衝突の約５、６分前に船首方を見たとこ

ろ他船が見当たらなかったので、他船はいないと思い、船首方の死角

を補う見張りをしていなかった。 

Ｂ船の乗組員は、全員救命胴衣を着用していた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 

 

Ａ船は、えい
．．

網しながら西北西進中、船長Ａが、Ａ船に向かって接

近してくるＢ船を認めたが、航行中のＢ船が操業中のＡ船を避けて航

行していくと思い、継続した見張りを行わなかったことから、Ｂ船に

対する避航動作が遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、船首浮上により船首方に死角が生じた状態で東南東進中、

船長Ｂが、船首方を見たところ他船が見当たらず、前路に航行の支障

となる船舶はいないと思い、その後、船首方の死角を補う見張りを行

わなかったことから、前路で操業中のＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、衝突の約５、６分前に船首方を見た際、レーダーを活用

せずに目視のみで船首方を確認していたことから、前路で操業中のＡ

船を見落としたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船がえい
．．

網しながら西北西進中、Ｂ船が船首浮上によ

り船首方に死角が生じた状態で東南東進中、船長Ａが、Ａ船に向かっ

て接近してくるＢ船を認めたが、航行中のＢ船が操業中のＡ船を避け

て航行していくと思い、継続した見張りを行わなかったため、Ｂ船に

対する避航動作が遅れ、また、船長Ｂが、船首方を見たところ他船が

見当たらず、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、船首方の

死角を補う見張りを行わなかったため、Ａ船に対する避航動作が遅

れ、両船が衝突したものと考えられる。 



再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操業中の漁船の船長は、航行中の他船が自船を避けて航行してい

くと思わず、汽笛を鳴らすなどして注意喚起を行い、更に接近す

る場合、衝突を避ける措置を採ること。 

・航行中の漁船の船長は、船首浮上により船首方に死角が生じる場

合、体を左右に動かすなどして死角を補い、また、常時、周囲の

見張りを適切に行うこと。 

・航行中の漁船の船長は、目視で船首方を確認して航行の支障とな

る船舶がいないと思った場合であっても、見落としていることが

あるので、レーダーを活用して継続的に周囲の状況を確認するこ

と。 

・死角の生じる船舶の所有者は、新たに船舶を建造する場合には、

その設計、建造に際し、できる限り船首方の視界を確保すること

に留意すること。 

 

  



付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和５年８月１１日 

 ０９時４０分ごろ発生） 

Ａ船（えい
．．

網中） 

Ｂ船 

多度津港西防波堤灯台 


